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は
じ
め
に

奈
良
県
宇
陀
市
に
所
在
し
、
女
人
高
野
と
も
称
さ
れ
る
室
生
寺
は
、
真
言
宗
室
生
寺
派
大
本
山
で
あ
る
。
山
号
は
宀
一
山
。
こ
れ
は
、

「
室
」
の
う
か
ん
む
り
と
、「
生
」
の
下
一
画
を
採
っ
た
略
字
で
あ
り
、
真
言
密
教
の
秘
説
を
記
す
際
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
表
記
で
あ
る
。
現

在
で
は
山
号
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
十
世
紀
に
記
さ
れ
た
『
遺
告
二
十
五
箇
条
』
に
如
意
宝
珠
の
在
所
と
し
て
記
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
宝
珠
を
め
ぐ
る
秘
説
と
と
も
に
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
秘
説
は
宝
珠
を
本
尊
と
す
る
修
法
の
次
第
や
伝
授
と
い
う
文
脈
で

語
ら
れ
、
中
世
に
は
『
宀
一
山
記
』『
宀
一
山
秘
密
記
』『
宀
一
山

山
階
寺
寛
継
法
橋

』
等
、「
宀
一
山
」
を
表
題
に
含
む
書
物
も
何
点
か
記
さ
れ

た
。書

名
・
内
容
と
も
に
、
こ
れ
ら
と
非
常
に
よ
く
似
た
も
の
と
し
て
、『
宀
一
秘
記
』
な
る
書
物
の
存
在
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

本
書
は
大
正
年
間
刊
行
の
地
誌
『
大
和
志
料
』
に
引
用
さ
れ
る
逸
文
の
み
し
か
伝
わ
ら
ず
、
完
全
な
形
で
伝
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿

は
、
謎
に
包
ま
れ
た
本
書
の
〝
正
体
〞
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
宀
一
秘
記
』
の
ゆ
く
え

　
　
―
『
大
和
志
料
』
編
者
の
引
用
文
献
は
な
に
か
―

                         

藤
巻
　
和
宏
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一　
『
宀
一
山
記
』
と
『
宀
一
秘
記
』

私
は
か
つ
て
、
長
谷
寺
縁
起
類
、
特
に
密
教
お
よ
び
神
仏
習
合
的
要
素
が
濃
厚
に
見
い
だ
せ
る
『
長
谷
寺
縁
起
文
』
の
成
立
を
論
ず
る
過

程
で
、『
宀
一
山
記
』『
宀
一
山
秘
密
記
』『
宀
一
山

山
階
寺
寛
継
法
橋

』
の
三
書
に
注
目
し
、
こ
れ
ら
を
「
宀
一
山
縁
起
類
」
と
呼
称
し
た
。

（
１
）

表
題

に
「
縁
起
」
と
い
う
語
は
含
ま
れ
ぬ
も
の
の
、
そ
の
内
容
は
如
意
宝
珠
の
存
在
に
注
目
す
る
こ
と
で
室
生
寺
の
起
源
を
語
り
、
真
言
寺
院
と

し
て
の
室
生
寺
の
現
在
を
規
定
す
る
性
質
を
持
つ
も
の
ゆ
え
で
あ
る
。
実
際
、
後
世
の
『
宀
一
山
縁
起
』
に
は
こ
れ
ら
と
重
な
る
記
述
が
多

く
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
影
響
下
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

室
生
寺
研
究
の
先
達
で
あ
る
逵
日
出
典
は
、
称
名
寺
聖
教
『
宀
一
山

山
階
寺
寛
継
法
橋

』
の
存
在
に
こ
そ
た
ど
り
着
か
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ

れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
『
宀
一
山
記
』『
宀
一
山
秘
密
記
』
の
思
想
内
容
を
詳
細
に
論
じ
て
お
り
、
そ
の
業
績
は

注
目
に
値
す
る
。

（
２
）

そ
の
論
文
で
は
、
こ
れ
ら
二
書
と
と
も
に
『
宀
一
秘
記
』
な
る
書
物
に
も
言
及
し
て
お
り
、
十
三
世
紀
初
期
頃
の
成
立
と

推
測
し
た
『
宀
一
山
記
』
よ
り
も
や
や
後
の
成
立
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

部
分
的
な
本
文
の
引
用
と
い
う
形
で
し
か
伝
わ
ら
な
い
書
物
ゆ
え
か
、
そ
の
後
、『
宀
一
秘
記
』
を
考
察
の
対
象
と
し
た
論
考
は
少
な
い

が
、
堀
池
春
峰（

３
）や

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ト
レ
ン
ソ
ン（

４
）の

よ
う
に
、『
宀
一
秘
記
』
を
中
世
の
書
物
と
し
て
言
及
・
引
用
し
て
い
る
例
も
あ
る
。

一
方
で
、
私
は
こ
れ
ま
で
『
宀
一
山
秘
密
記
』
を
中
心
に
宀
一
山
縁
起
類
に
つ
い
て
何
度
か
論
じ
た
も
の
の
、
あ
え
て
『
宀
一
秘
記
』
に

は
触
れ
な
い
で
い
た
。
そ
の
理
由
を
、『
聖
な
る
珠
の
物
語
―
空
海
・
聖
地
・
如
意
宝
珠
―
』
で
初
め
て
記
し
た（

５
）が

、
紙
幅
の
都
合
上
、
十

分
に
意
を
尽
く
せ
た
と
は
言
い
が
た
い
。そ
こ
で
改
め
て
本
稿
で
（
一
部
を
修
正
し
つ
つ
）
詳
述
す
る
が
、
結
論
か
ら
述
べ
る
な
ら
ば
、『
宀

一
秘
記
』
と
は
室
生
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
『
宀
一
山
縁
起
』
の
別
称
、
あ
る
い
は
伝
本
の
ひ
と
つ
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
本
書
は
延
享
四
年

（
一
七
四
七
）
の
写
本
が
室
生
寺
に
伝
わ
る
が
、
成
立
年
代
は
未
詳
。
原
本
は
未
見
で
あ
り
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
謄
写
本
に
て
本
文

を
確
認
し
た
。
成
立
年
代
の
確
定
は
現
時
点
で
は
困
難
で
あ
る
が
、
近
世
ま
で
降
る
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
本
書
を
中
世
成
立
の
一
書
と
し
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て
他
の
宀
一
山
縁
起
類
と
同
列
に
論
ず
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。

ま
ず
、『
宀
一
秘
記
』
と
『
宀
一
山
記
』
と
の
関
係
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。『
宀
一
山
記
』
は
、
融
円
な
る
僧
に
よ
る
正
平
八
年

（
一
三
五
三
）
の
奥
書
を
有
す
る
が
、
本
書
そ
れ
自
体
の
成
立
は
鎌
倉
時
代
ま
で
遡
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
６
）

翻
刻
は
続
群
書
類
従
と
大
日

本
仏
教
全
書
の
二
種
が
あ
り
、
前
者
は
「
宀
一
山
記　

一
名
〔
宀
一
秘
記
〕
甲
」
と
表
題
に
別
名
を
注
記
し
、
後
者
は
「
宀
一
秘
記
甲
」
を

表
題
と
し
て
収
録
す
る
。
宮
内
庁
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
る
続
群
書
類
従
の
写
本（

７
）を

確
認
す
る
と
、
表
題
に
「
一
名
〔
宀
一
秘
記
〕
甲
」
の
注

記
は
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
翻
刻
の
際
、
大
日
本
仏
教
全
書
を
参
照
し
て
追
記
さ
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
よ
う
。

こ
の
「
甲
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
な
に
か
。
例
え
ば
八
幡
神
の
霊
験
を
説
い
た
『
八
幡
愚
童
訓
』
と
い
う
書
物
に
は
甲
本
と
乙
本
と
が

あ
り
、
同
一
書
の
伝
本
と
は
い
え
な
い
ほ
ど
内
容
も
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
表
題
を
持
ち
な
が
ら
内
容
の
異
な
る
書
物
を
識

別
す
る
た
め
便
宜
的
に
甲
乙
の
符
号
を
付
す
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、『
宀
一
山
記
』
に
は
『
宀
一
秘
記
』
と
い
う
表
題
を
付
さ
れ
た
伝
本

が
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
に
、
同
じ
『
宀
一
秘
記
』
と
い
う
表
題
を
持
ち
つ
つ
内
容
の
異
な
る
書
物
が
存
在
し
た
。
そ
の
た
め
、
大
日
本
仏
教

全
書
に
前
者
を
収
録
す
る
に
際
し
、
後
者
と
識
別
す
る
た
め
に
「
宀
一
秘
記　

甲
」
と
表
記
し
た
か
、
あ
る
い
は
底
本
が
す
で
に
識
別
符
号

と
し
て
表
題
に
「
甲
」
の
付
さ
れ
た
写
本
だ
っ
た
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
「
甲
」
に
対
す
る
「
乙
」
本
と
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
逵
日
出
典
は
、
次
の
よ
う
に
推
測

し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
先
ほ
ど
の
『
宀
一
山
記
』
は
、
一
方
に
於
い
て
「
宀
一
秘
記　

甲
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
、「
甲
」
に
対
す
る
も
の

と
し
て
「
宀
一
秘
記　

乙
」
な
る
も
の
の
存
在
が
当
然
予
想
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
果
し
て
何
が
「
乙
」
に
当
た
る
べ
き
も
の
な

の
か
確
証
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
乙
」
に
相
当
す
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
も
の
に
、『
大
和
志
料
』
下
巻
宇
陀
郡
の
条
に
収
め
ら

れ
て
い
る
『
宀
一
秘
記
』
な
る
も
の
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
書
は
、
原
本
は
お
ろ
か
写
本
す
ら
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
現
在
『
大
和
志
料
』
下
巻
所
収
の
も
の
で
ほ
ぼ
そ
の
大
要
を
理
解
す
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る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
ま
た
こ
の
書
は
、
先
の
『
宀
一
山
記
』
の
一
異
本
だ
と
よ
く
い
わ
れ
る
が
、
類
似
し
た
内
容
を
も
ち
な
が

ら
も
、
文
章
表
現
を
全
く
異
に
し
て
お
り
、
内
容
面
で
も
細
か
い
点
で
は
異
な
る
一
面
を
も
っ
て
い
て
、
異
本
と
い
う
よ
り
『
宀
一
山

記
』
を
一
歩
前
進
さ
せ
た
も
の
と
著
者
は
み
て
い
る
（
以
下
、
便
宜
上
こ
の
書
を
『
大
和
志
料
』
所
収
の
表
題
そ
の
ま
ま
に
『
宀
一
秘

記
』
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）。

逵
は
、（
）
内
の
注
記
の
よ
う
に
、「
乙
」
に
相
当
す
る
と
推
測
す
る
も
の
を
『
宀
一
秘
記
』
と
呼
び
、「
甲
」
は
『
宀
一
秘
記
』
の
呼
称

を
避
け
、
続
群
書
類
従
の
表
題
を
採
り
『
宀
一
山
記
』
と
称
し
て
区
別
す
る
。
私
も
こ
れ
ま
で
の
諸
論
考
で
、
こ
れ
に
従
い
『
宀
一
山
記
』

の
書
名
を
使
用
し
て
き
た
。
本
稿
で
も
こ
の
区
別
を
踏
襲
す
る
。

二　
『
大
和
志
料
』
と
『
宀
一
秘
記
』

さ
て
、『
大
和
志
料
』
上
下
二
巻
は
、
序
文
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
に
奈
良
県
知
事
小
牧
昌
業
の
依
頼
を
受
け
た
大

神
神
社
宮
司
斎
藤
美
澄
が
編
纂
し
た
地
誌
で
あ
る
。そ
し
て
本
書
を
広
く
世
に
紹
介
す
べ
く
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
か
ら
翌
年
に
か
け
、

奈
良
県
教
育
会
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
さ
ら
に
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
）
に
は
大
和
志
料
改
訂
委
員
会
が
設
立
さ
れ
、
同
十
九
年
か
ら

二
十
一
年
に
か
け
て
『
改
訂
大
和
志
料
』
と
し
て
上
中
下
三
巻
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

本
書
の
宇
陀
郡
条
、「
室
生
寺
」
項
で
室
生
寺
の
概
要
を
記
す
な
か
に
『
宀
一
秘
記
』
が
引
か
れ
て
い
る
。
以
下
に
、
改
訂
前
の
『
大
和

志
料
』
の
当
該
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。
原
則
と
し
て
異
体
字
・
旧
字
体
は
通
行
字
体
に
改
め
、
合
字
は
開
い
た
が
、
読
点
は
原
文
通
り
と
す

る
（
以
下
、
他
文
献
の
引
用
も
こ
の
方
式
と
す
る
）。
ま
た
、
傍
線
と
丸
数
字
を
付
し
た
。

室
生
寺　

室
生
村
大
字
室
生
ニ
ア
リ
、
志
ニ
旧
為
二
龍
穴ノ

神
宮
寺
一
僧
空
海
建
ト
見
エ
本ト

室
生
龍
穴
社
ノ
神
宮
寺
ト
シ
テ
創
立
セ
ル
モ

ノ
ナ
リ
、
然
ル
ニ
宀
一
秘
記
ト
題
ス
ル
寺
記
ニ
①
大
日
本
国
大
和
国
宇
多
郡ニ

有リ
二
一
仏
土
一
、
名ケ

テ

云フ
二
宀
一
山ト
一
号
云
二
室
生
寺
一
、
仁
王
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四
十
代
天
武
天
皇
御
願ニ

、シ
テ

白
鳳
第
九
暦
、
役ノ

優
婆
塞ノ

草
創
也
、
然ト

モ

送リ
二
一
百
五
十
年
之
星
霜ヲ
一
、
淳
和
天
皇
之
承ケ
レ
勅ヲ

空
海
和
尚
之
再

興
也
、
…
…
…
②
淳
和
天
皇
之
御
宇
天
長
元
年
之
暮
春
、
炎
旱
累ネ
レ
日ヲ

、
水
雲
断ツ
二
万
天ニ
一
、
野
及ヒ
二
槁
萎ニ
一
、
江
河
忽チ

為ル
二
涸
渇ト
一
、
君
遥ニ

知リ
二
国
之
旱
災ヲ
一
遠ク

患ヘ
二
民
之
飢
饉ヲ
一
、
勅シ
二
守
敏
僧
都ニ
一
令
レ
行ハ
二
祈
雨ヲ
一
、
雖
レ
然ト

降
雨
徐ニ

潤シ
二
洛
中ヲ
一
不
レ
及ハ
二
郭
外ニ
一
…
…
…
③
依テ
レ
之
更ニ

勅
二
使ト

シ

和
気
真
綱ヲ
一
、
召
二
請シ

空
海
和
尚
一
、
令
レ
修メ
二
請
雨
之
秘
法ヲ
一
和
尚
即チ

応シ
レ
勅ニ

而
結
二
界シ

神
泉
之
苑ヲ
一
荘
二
厳シ

乾
臨
之
閣ヲ
一
、
奉リ
レ
勧
二

請
北
天
無
熱
之
善
女
龍
王ヲ
一
、
為
レ
本
二
尊ト

南
天
鉄
塔
之
摩
尼
宝
珠ヲ
一
、
調ヘ
二
六
種ノ

供
具ヲ
一
、
捧ケ
二
百
味
之
飲
食ヲ
一
、
灌キ
二
三
密
之
法
水ヲ
一
、
抽ツ

二
一
心
之
祈
雨ヲ
一
、
於テ
レ
是
龍
王
感
応
現シ
二
体ヲ

於
池
中ニ
一
、
仏
天
相
応
、
顕ハ

ス二
形ヲ

於
殿
上ニ
一
、
…
…
…
④
甘
雨
已ニ

滂
沱ト

而シ
テ

旱
魃
槁
地ノ

患
悉ク

除ク

、

…
…
…
⑤
因テ
レ
茲ニ

聖
主
弥
帰シ
二
密
風ニ
一
、
而
賢
臣
益
々
仰ク
二
真
言ヲ
一
而
遂ニ

則チ

為メ
ニ

令
下
封
二
納シ

宝
珠ヲ

於
日
域ニ
一
、
留
中
住セ

龍
王ヲ

於
和
朝ニ
上
、
密
教

相
応
勝
地ヲ

撰ヒ
二
大
和
国ニ
一
、
龍
王
鎮
座ノ

御
所ヲ

定ル
二
宇
多
郡ニ
一
日
、
雨
荒ク

風
烈シ

、
自リ
二
神
泉
之
池
中
一
光
明
如ク
レ
電ノ

出テ

、
白
雲
如ク
レ
龍ノ

靉キ

、
至リ
二

室
生
之
蒼
嶺ニ
一
而
飛
翻ス

、
一
人
仰キ
レ
之ヲ

、
万
民
拝ス
レ
之ヲ

肆ニ

此
日
即
以
二
室
生
寺ヲ
一
可キ
レ
為ス
二
永
代
真
言
秘
密
之
道
場ト
一
旨
、
勅シ
二
空
海
和
尚ニ
一
而

令
二
和
尚ヲ

シ
テ

　

中
興
之
師タ

ラ一
、
殊ニ

綸
二
詔シ

勅
使ニ
一
、
宣
二
付
所
司ニ
一
、
割キ
二
定メ

山
之
四
境ヲ
一
、
永ク

献シ
二
三
宝ニ
一
以テ

為
二
霊
囿ト
一
也
、
所
レ
謂
東ハ

以テ
二
田

口ノ

長
楽
寺
一
為
二
大
門ト
一
西ハ

以
二
大
野ノ

弥
勒
寺ヲ
一
為ス
二
大
門ト
一
南ハ

以
二
赤
埴ノ

仏
隆
寺ヲ
一
為
二
大
門ト
一
北ハ

以
二
名
帳ノ

常
勒
寺ヲ
一
為
二
大
門ト
一
、
此
外
以テ
二
山

郷
七
箇
所ヲ
一
寄
二
付
此
寺ニ
一
被
レ
為
レ
供
二
奉
三
宝
之
料ニ
一
者
也
、
是
以
空
海
僧
都
即チ

随ヒ
二
天
慮ニ
一
応シ
二
勅
命ニ
一
、
入リ
二
彼
宝
窟ニ
一
而
封シ
二
東
西
南

北
四
惟
上
下ヲ
一
、
而
安
二
置シ

三
国
伝
来
八
祖
相
承
之
宝
珠ヲ
一
鎮
座セ

シ
ム

　

五
穀
成
就
万
民
護
持
之
龍
王
也
、
再
興
已ニ

功
畢リ

而
後
以
二
堅
恵
大
徳
一

為
二
宀
一
山
之
法
務
一
令
レ
住
二
於
此ニ
一
也
…
…
…
ト
ア
リ
。　

室
生
寺
の
説
明
と
し
て
、
ま
ず
室
生
龍
穴
神
社
の
神
宮
寺
と
し
て
空
海
に
よ
り
創
建
さ
れ
た
こ
と
が
「
志
」
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
る
。

「
志
」
と
は
『
大
和
志
』
の
こ
と
で
あ
り
、
享
保
二
十
〜
二
十
一
年
（
一
七
三
五
〜
三
六
）
に
刊
行
さ
れ
た
江
戸
幕
府
の
官
撰
地
誌
『
日
本

輿
地
通
志
畿
内
部
』
の
う
ち
、
大
和
国
に
つ
い
て
記
し
た
巻
第
十
一
〜
二
十
六
に
相
当
す
る
部
分
を
い
う
。

次
に
、『
大
和
志
』
説
に
対
す
る
異
説
が
、『
宀
一
秘
記
』
か
ら
の
引
用
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
傍
線
部
「
宀
一
秘
記
ト
題
ス
ル
寺
記
ニ
」

と
「
ト
ア
リ
」
と
の
間
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
抄
出
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
箇
所
だ
け
で
も
『
宀
一
山
記
』
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に
は
見
え
な
い
内
容
が
多
く
記
さ
れ
て
お
り
、
逵
は
特
に
、
次
の
二
点
の
相
違
に
注
目
す
る
。
ま
ず
①
の
記
述
に
つ
い
て
、

即
ち
こ
こ
で
は
、
先
の
『
宀
一
山
記
』
に
於
い
て
空
海
を
創
立
者
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
彼
の
修
験
道
の
開
祖
と
し
て
伝
え
ら
れ
る

役
小
角
が
白
鳳
九
年
に
創
立
し
た
こ
と
と
し
、
空
海
を
そ
れ
に
継
ぐ
再
興
者
と
変
更
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
系
譜
作
製
の
上
か

ら
み
れ
ば
一
つ
の
発
展
と
い
え
よ
う
。（
中
略
）
本
書
に
於
い
て
空
海
以
前
に
既
に
山
岳
信
仰
で
活
躍
し
た
と
い
う
役
小
角
に
関
係
せ

し
め
た
こ
と
は
、
空
海
以
前
の
山
岳
信
仰
を
あ
た
か
も
真
言
密
教
に
対
す
る
従
属
的
な
も
の
と
し
、
そ
れ
ら
が
真
言
密
教
が
入
る
前

に
、
あ
ら
か
じ
め
地
盤
を
築
い
た
も
の
の
如
く
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
古
き
由
来
を
主
張
す
る
に
は
誠
に
効
果
的
で
あ
る
。
而

も
そ
れ
に
継
ぐ
空
海
の
再
興
事
業
を
淳
和
天
皇
の
勅
に
よ
る
も
の
と
し
て
一
層
の
権
威
づ
け
に
努
め
て
い
る
。

と
解
釈
し
、
⑤
の
う
ち
の
「
此
日
即
以
二
室
生
寺ヲ
一
可キ
レ
為ス
二
永
代
真
言
秘
密
之
道
場ト
一
旨
」
〜
「
北ハ

以
二
名
帳ノ

常
勒
寺ヲ
一
為
二
大
門ト
一
」
の
記
述

に
つ
い
て
は
、

山
峡
の
室
生
に
通
ず
る
東
西
南
北
か
ら
の
山
道
が
夫
々
の
入
口
と
す
る
所
に
あ
る
東
の
田
口
長
楽
寺
、
西
の
大
野
弥
勒
寺
、
南
の
赤
埴

仏
隆
寺
、
北
の
名
張
常
勒
寺
を
以
っ
て
、
所
謂
室
生
山
の
四
境
と
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
の
『
宀
一
山
記
』
が
示
し
た
真
言
密
教
の

立
場
よ
り
す
る
世
界
観
を
室
生
の
地
に
当
て
は
め
て
い
く
、
換
言
す
れ
ば
、
室
生
の
土
地
を
曼
荼
羅
的
に
理
解
し
、
表
現
す
る
と
い
う

方
向
を
、
一
段
と
明
確
た
ら
し
め
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

と
述
べ
て
い
る
。『
宀
一
山
記
』
と
の
比
較
よ
り
指
摘
で
き
る
『
宀
一
秘
記
』
の
特
徴
を
、「
一
つ
の
発
展
」「
一
段
と
明
確
た
ら
し
め
て
い

る
」
と
、
思
想
的
に
進
ん
だ
も
の
と
説
明
し
、
そ
し
て
そ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
特
に
根
拠
も
示
さ
ず
、「
先
ほ
ど
の
『
宀
一
山
記
』

よ
り
も
や
や
後
で
あ
る
が
両
者
相
近
接
し
た
時
期
と
考
え
た
い
」
と
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
情
報
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
と
、
思
想
的
な

深
化
と
は
必
ず
し
も
イ
コ
ー
ル
と
は
い
え
な
い
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
年
代
を
確
定
す
る
と
い
う
の
も
い
さ
さ
か
乱
暴
で
は
あ
る
が
、
両

書
と
も
特
異
な
書
物
で
あ
る
う
え
に
、
関
連
資
料
も
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
か
っ
た
状
況
で
は
、
や
む
を
得
な
い
措
置
だ
っ
た
と
い
え
よ
う

か
。
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三　
『
宀
一
秘
記
』
と
『
宀
一
山
縁
起
』

と
こ
ろ
が
、『
大
和
志
料
』
に
引
用
さ
れ
た
『
宀
一
秘
記
』
の
記
述
は
、
室
生
寺
蔵
『
宀
一
山
縁
起
』
に
一
字
残
さ
ず
含
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

で
は
、
逵
は
本
書
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
同
一
論
文
で
、
室
生
寺
蔵
『
宀
一
山
縁
起
』

の
存
在
に
言
及
し
、
そ
の
奥
書
を
引
用
し
て
い
る
が
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
謄
写
本
に
も
同
じ
奥
書
が
確
認
で
き
る
こ
と
よ
り
、
同
書

を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
謄
写
本
は
『
室
生
山
縁
起
写
』
と
い
う
表
題
を
付
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
で
整

理
す
る
際
、「
宀
一
」
と
い
う
略
字
表
記
を
、
そ
れ
が
略
字
で
表
記
さ
れ
る
密
教
的
な
文
脈
を
認
識
せ
ぬ
ま
ま
通
行
字
体
の
「
室
生
」
に
改

め
た
の
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
れ
ま
で
の
論
考
で
、
原
本
確
認
の
機
会
を
得
て
お
ら
ず
、
外
題
・
内
題
等
に
「
宀
一
山
縁
起
」
と
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
実
見
し
て
い
な
い
た
め
、
謄
写
本
の
表
題
に
従
い
『
室
生
山
縁
起
』
の
呼
称
を
用
い
て
き
た
が
、
こ
れ
を
改
め
、
本
稿
で
は
『
宀

一
山
縁
起
』
の
呼
称
を
用
い
る
。

逵
は
、『
宀
一
山
縁
起
』
の
冒
頭
を
引
用
し
、

場
所
の
紹
介
及
び
こ
こ
が
天
下
の
霊
地
た
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
就
い
て
は
、
先
の
『
宀
一
山
記
』・『
宀
一
山
秘
密
記
』
等
と

大
同
小
異
で
あ
る
。
し
か
し
、
注
目
を
引
く
の
は
室
生
寺
創
建
に
関
す
る
系
譜
が
入
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
天
武
天
皇
御
願

―

役
優
婆
塞
草
創

―
空
海
再
興
と
い
う
こ
の
創
建
系
譜
は
、
先
に
み
た
『
宀
一
秘
記
』
中
に
み
ら
れ
た
所
説
で
あ
る
。

と
述
べ
る
が
、
以
下
に
『
大
和
志
料
』
所
引
『
宀
一
秘
記
』
の
①
と
、『
宀
一
山
縁
起
』
の
逵
論
文
所
引
箇
所
を
比
較
し
て
み
よ
う
。

『
宀
一
秘
記
』
①　

大
日
本
国
大
和
国
宇
多
郡ニ

有リ
二
一
仏
土
一
、
名ケ

テ

云フ
二
宀
一
山ト
一
号
云
二
室
生
寺
一
、
仁
王
四
十
代
天
武
天
皇
御
願ニ

、シ
テ

白

鳳
第
九
暦
、
役ノ

優
婆
塞ノ

草
創
也
、
然ト

モ

送リ
二
一
百
五
十
年
之
星
霜ヲ
一
、
淳
和
天
皇
之
承ケ
レ
勅ヲ

空
海
和
尚
之
再
興
也
、

『
宀
一
山
縁
起
』　

大
日
本
国
大
和ノ

州ク
ニ

宇
多ノ

郡ニ

有リ
二
一
仏
土
一
名テ

云ヒ
二
宀
一
山ト
一
号シ

テ

云ヒ
二
室
生
寺ト
一
仁
王
四
十
代
天
武
天
皇ノ

御
願
白
鳳
第
九ノ

暦
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役ノ

優
婆
塞ノ

草
創ナ

也リ

然シ
テ

 

送テ
二
一
百
五
十ノ

之
星
霜ヲ
一　

淳
和
天
皇ノ

之
承テ
レ
勅ヲ

空
海
和
尚ノ

之
再
興ナ

也リ

閻
浮
絶
類ノ

之
霊
場
日
域
無
双ノ

之
宝
所
仏
法ノ

之
眼
肝
神
道ノ

之
髄
脳
也

逵
は
傍
線
部
ま
で
引
用
し
て
お
り
、
当
該
箇
所
は
『
大
和
志
料
』
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
傍
線
部
以
外
の
箇
所
は
、
振
り
仮
名
・
送
り

仮
名
や
細
か
い
表
記
が
若
干
相
違
す
る
程
度
で
、
ほ
ぼ
同
一
内
容
で
あ
る
。「『
宀
一
秘
記
』
中
に
み
ら
れ
た
所
説
」
を
『
宀
一
山
縁
起
』
が

引
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
一
致
度
の
高
さ
は
同
一
書
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
ず
か
に
異
な
る
点
は
、
書
写
段
階
で

生
ず
る
相
違
と
い
っ
て
よ
く
、
底
本
と
し
た
伝
本
の
違
い
と
い
う
程
度
で
あ
る
（
同
一
書
の
同
系
統
の
伝
本
で
も
、
も
っ
と
大
き
な
相
違
が

生
ず
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
）。

以
下
、
逵
論
文
が
引
用
し
て
い
な
い
箇
所
も
含
め
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
に
よ
り
、『
宀
一
山
縁
起
』
を
『
大
和
志
料
』
所
引

『
宀
一
秘
記
』
と
そ
れ
ぞ
れ
比
較
し
て
ゆ
く
。

『
宀
一
秘
記
』
②　

淳
和
天
皇
之
御
宇
天
長
元
年
之
暮
春
、
炎
旱
累ネ
レ
日ヲ

、
水
雲
断ツ
二
万
天ニ
一
、
野
及ヒ
二
槁
萎ニ
一
、
江
河
忽チ

為ル
二
涸
渇ト
一
、
君

遥ニ

知リ
二
国
之
旱
災ヲ
一
遠ク

患ヘ
二
民
之
飢
饉ヲ
一
、
勅シ
二
守
敏
僧
都ニ
一
令
レ
行ハ
二
祈
雨ヲ
一
、
雖
レ
然ト

降
雨
徐ニ

潤シ
二
洛
中ヲ
一
不
レ
及ハ
二
郭
外ニ
一

『
宀
一
山
縁
起
』　

淳
和
皇
帝ノ

之
御
宇
天
長
元
年ノ

之
暮
春ヨ

リ

 

炎
旱
至ル
二
累
日ニ
一
水
雲
断ヘ
二
万
天ニ
一
山
野
已
及ヒ
二
槁
萎ニ
一
江
河
忽
為ル
二
涸
渇ト

君
遥ニ

知リ

二
国ノ

之
旱
災ヲ
一
遠ク

患ヘ
二
民ノ

之
飢
饉ヲ
一
勅シ

テ二
守
敏
僧
都ニ
一
令
レ
行セ
二
祈
雨ヲ
一
雖
レ
然ト

降
雨
徐ク

潤シ
テ二

洛
中ヲ
一
不
レ
及ハ
二
郭
外ニ
一

『
宀
一
秘
記
』
③　

依テ
レ
之
更ニ

勅
二
使ト

シ

 

和
気
真
綱ヲ
一
、
召
二
請シ

空
海
和
尚
一
、
令
レ
修メ
二
請
雨
之
秘
法ヲ
一
和
尚
即チ

応シ
レ
勅ニ

而
結
二
界シ

神
泉
之
苑ヲ
一

荘
二
厳シ

乾
臨
之
閣ヲ
一
、
奉リ
レ
勧
二
請
北
天
無
熱
之
善
女
龍
王ヲ
一
、
為
レ
本
二
尊ト

南
天
鉄
塔
之
摩
尼
宝
珠ヲ
一
、
調ヘ
二
六
種ノ

供
具ヲ
一
、
捧ケ
二
百
味
之
飲

食ヲ
一
、
灌キ
二
三
密
之
法
水ヲ
一
、
抽ツ
二
一
心
之
祈
雨ヲ
一
、
於テ
レ
是
龍
王
感
応
現シ
二
体ヲ

於
池
中ニ
一
、
仏
天
相
応
、
顕ハ

ス二
形ヲ

於
殿
上ニ
一
、

『
宀
一
山
縁
起
』
依テ
レ
之ニ

更ニ

勅
二
使ト

シ
テ

　

和ワ

気ケ
ノ

真マ

綱ツ
ナ
ヲ一

召
二
請シ

空
海
和
尚ヲ
一
令ム
レ
修セ
二
請
雨ノ

之
秘
法ヲ
一
和
尚
即チ

応シ
テ

 

勅
而
結
二
界シ

神
泉ノ

之
苑ヲ
一
荘
二
厳

乾
臨ノ

之
閣ヲ
一
奉テ
レ
勧
二
請シ

北
天
無
熱ノ

之
善
女
龍
王ヲ
一
為ス
レ
本
尊ト
一
南
天
鉄
塔ノ

之
摩
尼
宝
珠
調ヘ
二
六
種ノ

供
具ヲ
一
捧ク
二
百
味ノ

之
飲
食ヲ
一
灌キ
二
三
密ノ

之
法
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水ヲ
一
抽ツ
二
一
心ノ

之
祈
雨ヲ
一
於
レ
是
即
龍
王
感
応シ

テ

現シ
二
体ヲ

於
池
中ニ
一
仏
天
相
応シ

テ

顕
二
影ヲ

於
殿
上ニ
一

『
宀
一
秘
記
』
④　

甘
雨
已ニ

滂
沱ト

而シ
テ

旱
魃
槁
地ノ

患
悉ク

除ク

、

『
宀
一
山
縁
起
』
甘
雨
已ニ

滂
沱タ

而リ

旱
魃
槁
地ノ

患
悉ク

除キ

『
宀
一
秘
記
』
⑤

因テ
レ
茲ニ

聖
主
弥
帰シ
二
密
風ニ
一
、
而
賢
臣
益
々
仰ク
二
真
言ヲ
一
而
遂ニ

則チ

為メ
ニ

令
下
封
二
納シ

宝
珠ヲ

於
日
域ニ
一
、
留
中
住セ

龍
王ヲ

於
和
朝ニ

上
、
密
教
相
応
勝
地ヲ

撰ヒ
二
大
和
国ニ
一
、
龍
王
鎮
座ノ

御
所ヲ

定ル
二
宇
多
郡ニ
一
日
、
雨
荒ク

風
烈シ

、
自リ
二
神
泉
之
池
中
一
光
明
如ク
レ
電ノ

出テ

、
白
雲
如ク
レ
龍ノ

靉キ

、
至リ
二
室
生
之
蒼
嶺ニ
一
而
飛
翻ス

、
一
人
仰キ
レ
之ヲ

、
万
民
拝ス
レ
之ヲ

肆ニ

此
日
即
以
二
室
生
寺ヲ
一
可キ
レ
為ス
二
永
代
真
言
秘
密
之
道
場ト
一
旨
、
勅シ
二
空
海

和
尚ニ
一
而
令
二
和
尚ヲ

シ
テ

　

中
興
之
師タ

ラ一
、
殊ニ

綸
二
詔シ

勅
使ニ
一
、
宣
二
付
所
司ニ
一
、
割キ
二
定メ

山
之
四
境ヲ
一
、
永ク

献シ
二
三
宝ニ
一
以テ

為
二
霊
囿ト
一
也
、
所
レ
謂
東ハ

以テ
二
田
口ノ

長
楽
寺
一
為
二
大
門ト
一
西ハ

以
二
大
野ノ

弥
勒
寺ヲ
一
為ス
二
大
門ト
一
南ハ

以
二
赤
埴ノ

仏
隆
寺ヲ
一
為
二
大
門ト
一
北ハ

以
二
名
帳ノ

常
勒
寺ヲ
一
為
二
大
門ト
一
、
此
外

以テ
二
山
郷
七
箇
所ヲ
一
寄
二
付
此
寺ニ
一
被
レ
為
レ
供
二
奉
三
宝
之
料ニ
一
者
也
、
是
以
空
海
僧
都
即チ

随ヒ
二
天
慮ニ
一
応シ
二
勅
命ニ
一
、
入リ
二
彼
宝
窟ニ
一
而
封シ
二
東

西
南
北
四
惟
上
下ヲ
一
、
而
安
二
置シ

三
国
伝
来
八
祖
相
承
之
宝
珠ヲ
一
鎮
座セ

シ
ム

　

五
穀
成
就
万
民
護
持
之
龍
王
也
、
再
興
已ニ

功
畢リ

而
後
以
二
堅
恵

大
徳
一
為
二
宀
一
山
之
法
務
一
令
レ
住
二
於
此ニ
一
也

『
宀
一
山
縁
起
』
因テ
レ
茲ニ

聖
主
弥〳〵
帰シ
二
密
風ニ
一
而
賢
臣
益〳〵
仰ク
二
真
言ヲ
一
而
遂ニ

則チ

為ニ
レ
令ン

カ下
レ
封
二
納シ

宝
珠ヲ

於
日
域ニ
一
留
上
二
住セ

龍
王ヲ

於
和
朝ニ
一
密

教
相
応ノ

勝
地ヲ

撰ヒ
二
大
和ノ

之
国ニ
一
龍
王
鎮
座ノ

御
所ヲ

定ム
ル二

宇
多ノ

之
郡ニ
一
日
雨
荒ク

風
烈シ

ク

自
二
神
泉ノ

之
池
中
一
光
明
如ク
レ
電ノ

出ル
カ一

白
雲
如ニ

シ
テ

二

龍ノ

靉タ
ナ
ビ
ク
ガ

一

至テ
二
室
生ノ

之
蒼
嶺ニ
一
而
飛
翻ス

一
人
仰キ
レ
之ヲ

万
民
拝ス
レ
之ヲ

肆コ
ヽ
ニ
ヲ
イ
テ

　
　

此ノ

日
即
以テ
二
室
生
寺ヲ
一
可
レ
為ル
二
永
代
真
言
秘
密ノ

之
道
場
一
旨
勅シ

テ二
空
海
和
尚ニ
一

而
令ム
二
和
尚ヲ

シ
テ

　

中
興ノ

之
師タ

ラ一
殊ニ

綸
二
詔ア

ウ
テ

　

勅
使ニ
一
宣
二
付シ

所
司ニ
一
割ワ

カ
チ二

定テ

山ノ

之
四
境ヲ
一
永ク

献シ
テ二

三
宝ニ
一
以テ

為
二
霊
囿ト
一
也
所
謂
東ハ

以テ
二
田
口
長
楽

寺ヲ
一
為
二
大
門
一
西ハ

以
二
大
野
弥
勒
寺
一
為
二
大
門
一
南ハ

以
二
赤
埴
仏
隆
寺ヲ
一
為
二
大
門ト
一
北ハ

以
二
名
帳
常
勒
寺ヲ
一
為
二
大
門ト
一
此ノ

外
以
二
山
郷
七
箇

所ヲ
一
寄
二
付シ

テ

此ノ

寺ニ
一
被ル

ヽレ
為
二
供
養
三
宝ノ

之
料ト
一
者
也
是ヲ

以テ

空
海
僧
都
即
随ヒ
二
天
慮ニ
一
応シ

テ二
勅
命ニ
一
入
二
彼ノ

宝
窟ニ
一
而
封シ

テ二
東
西
南
北
四
維
上
下ヲ
一
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而
一
安
二
置シ

三
国
伝
来
八
祖
相
承ノ

之
宝
珠ヲ
一
鎮
二
座シ

玉
フ

　

五
穀
成
就
万
民
護
持ノ

之
龍
王ヲ
一
也
再
興
已ニ

功
畢テ

而シ
テ

後チ

以
二
堅
恵
大
徳ヲ
一
為
二
為為
宀
一

山ノ

之
法
務ト
一
令シ

テレ
任任住

セ
二
於
此ニ
一
給フ

也

②
〜
⑤
も
、
①
と
同
様
、
振
り
仮
名
や
送
り
仮
名
等
の
表
記
の
相
違
が
散
見
す
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
一
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
。
こ
れ

に
よ
っ
て
判
明
し
た
こ
と
は
、『
大
和
志
料
』
と
『
宀
一
山
縁
起
』
謄
写
本
と
は
、
底
本
と
し
た
書
物
そ
れ
自
体
は
同
一
の
も
の
で
は
な
い

（
つ
ま
り
、『
大
和
志
料
』
は
室
生
寺
蔵
『
宀
一
山
縁
起
』
か
ら
の
引
用
で
は
な
い
）
に
せ
よ
、
本
文
の
一
致
度
か
ら
見
て
、
同
一
書
の
伝
本

で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。『
大
和
志
料
』
が
「
宀
一
秘
記
ト
題
ス
ル
寺
記
ニ
」「
ト
ア
リ
」
と
し
て
引
用
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
編
者

で
あ
る
斎
藤
美
澄
が
見
た
書
物
は
、
題
目
こ
そ
『
宀
一
山
縁
起
』
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
一
書
の
伝
本
に
、
異
な
る
外
題
や

内
題
が
付
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
類
書
か
ら
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
比
較
的
伝
本
の
多
い
『
宀
一
山
秘
密
記
』
に
は
、

「
宀
一
山
秘
記
」「
宀
一
山
龍
穴
秘
記
」「
宀
一
山
極
秘
」「
宀
一
山
秘
々
」「
宀
一
山
必
宀
イ
記
」
等
の
外
題
や
内
題
を
付
さ
れ
た
伝
本
が
存

在
す
る
。

（
８
）

四　
『
大
和
志
料
』
の
引
用
文
献

斎
藤
美
澄
は
、
明
治
二
十
七
年
の
序
文
に
、

国
史
家
乗
及
ヒ
社
寺
ノ
記
録
ヨ
リ
古
老
ノ
口
碑
ニ
至
ル
マ
テ
苟
モ
材
料
ト
ナ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ハ
見
聞
ニ
随
テ
之
ヲ
採
択
シ
以
テ
編
輯
ノ
資

ニ
充
テ
タ
リ
シ
モ
奈
何
セ
ン
地
方
書
籍
ニ
乏
ク
毎
ニ
遺
憾
ヲ
覚
エ
タ
リ
シ
カ
、
明
治
二
十
四
年
ニ
至
リ
特
ニ
予
ヲ
東
京
ニ
派
シ
官
府
ニ

就
テ
之
ヲ
採
集
セ
シ
ム
、
夫
レ
海
内
図
書
ノ
夥
キ
内
閣
ノ
秘
庫
ニ
若
ク
ハ
ナ
シ
、
帝
国
大
学
東
京
図
書
館
コ
レ
ニ
次
ケ
リ
、
命
ヲ
承
ケ

東
上
シ
滞
留
数
旬
古
今
ノ
図
書
ヲ
内
閣
ニ
大
学
ニ
東
京
図
書
館
ニ
探
リ
世
人
ノ
容
易
ニ
見
得
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
収
メ
、
材
料
ニ
供
シ
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タ
リ
、
且
又
遠
キ
ニ
取
リ
近
キ
ヲ
漏
ラ
ス
ノ
憾
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
恐
レ
更
ニ
親
シ
ク
管
内
ヲ
巡
回
シ
旧
社
名
刹
ニ
詣
リ
、
遺
書
ヲ
探
リ
、

山
川
ヲ
跋
渉
シ
テ
口
碑
ヲ
訪
ヒ
、
凡
ソ
見
聞
ノ
及
フ
限
リ
ハ
悉
ク
之
ヲ
蒐
集
シ
、
彼
此
参
照
シ
古
ニ
遡
リ
今
ニ
徴
シ
、
拮
据
編
纂
ニ
従

事
ス
ル
コ
ト
五
閲
年
ニ
シ
テ
甫
テ
稿
ヲ
脱
セ
リ
、

と
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
『
大
和
志
料
』
は
奈
良
県
知
事
の
強
力
な
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
も
あ
り
東
京
や
近
畿
で
非
常
に
多
く
の
文
献
や

伝
承
を
渉
猟
し
て
編
纂
さ
れ
た
。
そ
し
て
上
巻
冒
頭
に
は
「
引
用
書
目
」
と
し
て
二
六
二
種
の
文
献
名
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、『
宀

一
秘
記
』
と
並
び
『
室
生
山
縁
起
』
の
書
名
が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
室
生
寺
蔵
『
宀
一
山
縁
起
』
と
は
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
も
や
は

り
、
宇
陀
郡
条
「
室
生
寺
」
項
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「
室
生
寺
」
項
で
は
、『
宀
一
秘
記
』
に
よ
り
役
行
者
の
創
建
、
空
海
の
再
興
、
祈
雨
と
龍
王
勧
請
、
室
生
山
の
領
域
に
つ
い
て
示
し
、

「
永
禄
三
年
五
重
塔
修
造
勧
進
状
ニ
記
セ
ル
創
立
ノ
由
緒
モ
亦
之
レ
ト
略
々
相
同
シ
」
と
、
同
内
容
の
勧
進
状（

９
）に

も
言
及
し
た
う
え
で
、

「
要
、
宀
一
秘
記
ト
云
ヒ
勧
進
状
ト
云
ヒ
皆
寺
門
ノ
私
記
ニ
係
レ
ハ
悉
ク
以
テ
信
ス
ル
ニ
足
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
、
そ
の
信
憑
性
を
否
定
し
、

『
延
喜
式
』
神
名
帳
、『
赤
埴
家
記
』、『
和
州
寺
社
記
』、『
日
本
紀
略
』
に
よ
り
つ
つ
反
証
す
る
。
そ
し
て
、
天
長
年
間
に
空
海
が
摩
尼
宝
珠

（
如
意
宝
珠
）
を
窟
に
籠
め
、
善
女
龍
王
を
崇
め
る
密
教
道
場
と
し
て
室
生
寺
を
建
立
し
、
弟
子
の
堅
恵
を
従
事
と
し
た
こ
と
等
を
述
べ
、

そ
の
根
拠
を
次
の
よ
う
に
記
す
。

壒
囊
抄

室
生
山
縁

起
所
引

ニ
室
生
山
者
日
域
無
双ノ

霊
区
帝
畿
第
一
浄
場
也
仍
青
龍
寺
和
尚
付
属
八
祖
相
承
秘
密
本
尊
ヲ
労イ

タ
ハリ

籠
テ
渡
海ノ

伴
侶
堅
恵
法

師
ヲ
以
テ
嗣
法
ト
シ
□
龍
ヲ
勧
請
シ
給
フ
青
龍
仏
法ノ

道
所
ヲ
令
レ
守
給フ

二
箇ノ

伽
藍
在リ
レ
之レ

菩
提
寺
妙
法
寺
ト
号
ス
天
長
承
和
ノ
比
草
創

ア
リ
シ
カ
ト
モ
如
レ
形ノ

忽チ

荒
廃
シ
ケ
ル
ヲ
十
余
年
ヲ
経
テ
大
師
御
入
定ノ

後
県ノ

興オ
キ

継ツ
ク

ト
云
フ
人
堅
恵
ト
師
契
ア
リ
キ
嘉
祥
二
年

己
巳
建
立
以

来
僧
徒
モ
住
持
シ
ケ
ル
ト
ナ
ム
」
ト
此
草
創
由
緒
ノ
実
ヲ
伝
ヘ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
宜
シ
ク
以
テ
正
ト
ナ
ス
ヘ
シ
。

『
壒
囊
抄
』
と
は
、
文
安
三
年
（
一
四
四
六
）
に
観
勝
寺
の
行
誉
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
百
科
事
典
で
あ
る
が
、『
室
生
山
縁
起
』
に
引
か
れ

る
『
壒
囊
抄
』
を
引
用
し
、
こ
れ
が
正
規
の
「
草
創
由
緒
」
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
。
な
お
、
傍
線
を
付
し
た
引
用
文

）
10
（

は
、『
壒
囊
抄
』
正
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保
三
年
（
一
六
四
六
）
版
本

）
11
（

の
巻
第
十
四
第
七
「
室シ

ツ

生シ
ヤ
ウ
ノ

　

事
」
と
比
較
す
る
と
、
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
な
お
、
正
保
版

本
は
空
格
□
を
「
赤
」
と
す
る
）。
つ
ま
り
、
室
生
寺
の
創
建
に
つ
い
て
記
し
た
『
壒
囊
抄
』
の
項
目
を
『
室
生
山
縁
起
』
が
引
用
し
、『
大

和
志
料
』
は
そ
こ
か
ら
引
用
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
、「
室
生
寺
」
項
の
執
筆
に
際
し
有
益
な
情
報
源
と
な
っ
た
『
宀
一
秘
記
』
と
『
室
生
山
縁
起
』
を
、
斎
藤
美
澄
は
ど
こ
で
参
看
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
大
和
志
料
』
は
、「
引
用
書
目
」
と
し
て
書
名
を
記
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。し
か
し
、

室
生
寺
に
つ
い
て
の
文
献
で
あ
る
か
ら
、
室
生
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。

こ
こ
で
、
昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）
の
『
室
生
村
史
』
刊
行
時
点
で
の
室
生
寺
所
蔵
資
料
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
本
書
で
は
、
室
生

寺
の
沿
革
と
堂
塔
、
仏
像
等
の
紹
介
に
引
き
続
き
、「
室
生
寺
の
什
宝
」
と
し
て
仏
具
・
絵
画
・
彫
刻
・
工
芸
の
ほ
か
、「
墨
蹟
・
記
録
・
文

書
」
と
し
て
十
五
種
の
品
目
を
紹
介
し
て
い
る
。）

12
（

そ
の
冒
頭
に
は
、

一　

宀
一
秘
記
興
福
寺
清
慶
擬
講
筆　

一
巻

一　

宀
一
秘
記　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
巻

と
あ
り
、『
宀
一
秘
記
』
の
名
を
持
つ
巻
子
本
が
二
巻
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
な
お
、『
宀
一
山
縁
起
』
あ
る
い
は
そ
れ
に

類
す
る
名
の
書
物
は
見
え
な
い
）。

私
は
か
つ
て
室
生
寺
に
文
献
資
料
の
調
査
を
申
し
込
ん
だ
も
の
の
許
可
さ
れ
ず
、
夏
期
の
曝
涼
展
で
所
蔵
典
籍
を
確
認
し
た
に
と
ど
ま
る

が
、
右
二
点
も
『
宀
一
山
縁
起
』
も
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

一
方
で
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
は
、『
室
生
山
縁
起
写
』
と
題
さ
れ
る
も
の
の
、『
宀
一
山
縁
起
』
は
２
オ
〜
12
ウ
３
行
目
ま
で

で
あ
り
、
奥
書
の
後
に
は
室
生
寺
に
関
わ
る
複
数
の
文
献
が
抄
出
・
合
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
20
ウ
の
半
ば
あ
た
り
か
ら
「
避
蛇

法
秘
決
云
」
と
し
て
、
宝
珠
が
埋
納
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
宀
一
山
は
日
本
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
内
容
の
文
が
十
一
行
に
わ
た
り
記
さ
れ
、
続

け
て
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
の
奥
書
が
あ
り
、
そ
の
末
尾
に
「
興
福
寺
知
足
坊
住
／
清
慶
擬
講
」
と
記
さ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
右
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の
一
巻
目
の
興
福
寺
清
慶
擬
講
筆
『
宀
一
秘
記
』
に
該
当
す
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
が
近
年
、
室
生
寺
所
蔵
の
延
享
四
年
写
『
宀
一
山
縁
起
』
と
寛
文
十
一
年
写
『
宀
一
秘
記
』
と
が
、
巻
頭
と
巻
末
の
み
で
あ
る
が

紹
介
さ
れ
た
。）

13
（

寛
文
十
一
年
写
本
の
巻
末
に
は
、
謄
写
本
と
同
じ
清
慶
の
奥
書
が
見
え
る
が
、
巻
頭
に
は
「
宀
一
秘
記

甲
」
と
い
う
内
題
が

付
さ
れ
、
巻
頭
部
の
本
文
は
『
宀
一
山
記
』
と
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
本
書
は
「
宀
一
秘
記　

甲
」
の
表
題
を
持
つ
大
日
本
仏
教
全
書
の
底

本
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
内
題
こ
そ
『
宀
一
秘
記
』
で
あ
る
が
、『
宀
一
山
記
』
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
巻
頭
と
巻
末
の
み
で
は

全
貌
は
う
か
が
い
知
れ
ず
、
巻
末
部
の
奥
書
の
前
の
本
文
は
『
宀
一
山
記
』
と
は
一
致
し
な
い
。
延
享
四
年
写
『
宀
一
山
縁
起
』
の
寸
法
が

三
一
・
〇
糎
×
二
〇
八
・
九
糎
で
あ
る
の
に
対
し
、
寛
文
十
一
年
写
『
宀
一
秘
記
』
は
二
七
・
三
糎
×
八
二
一
・
一
糎
と
、
約
四
倍
の
長
さ
で
あ

る
こ
と
か
ら
も
、
内
容
は
き
わ
め
て
豊
富
か
つ
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
が
推
測
で
き
、
解
説
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

こ
の
一
巻
は
略
本
と
広
本
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
の
が
特
色
で
、
ま
ず
正
平
８
年
（1353

）
に
融
円
が
元
興
寺
小
塔
院
で
書
写
し
た
と

い
う
略
本
を
、
つ
づ
い
て
広
本
が
筆
写
さ
れ
、
さ
ら
に
『
興
福
寺
流
記
』『
壒
囊
抄
（
あ
い
の
う
し
ょ
う
）』
の
関
連
記
事
が
書
き
加
え

ら
れ
る
。

巻
頭
部
の
本
文
が
『
宀
一
山
記
』
と
一
致
す
る
こ
と
は
写
真
よ
り
確
認
で
き
る
が
、
融
円
に
よ
る
正
平
八
年
奥
書
も
『
宀
一
山
記
』
と
同

様
で
あ
る
。）
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（

と
い
う
こ
と
は
、
寛
文
十
一
年
写
『
宀
一
秘
記
』
は
冒
頭
に
『
宀
一
山
記
』
を
載
せ
、
そ
の
表
題
た
る
「
宀
一
秘
記

甲
」
よ
り
、

写
本
全
体
が
『
宀
一
秘
記
』
と
称
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
、
複
数
の
資
料
の
抄
出
・
合
写
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
雑
多
な
内
容

が
『
宀
一
秘
記
』
の
名
の
も
と
に
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。
さ
ら
に
想
像
を
逞
し
く
す
る
な
ら
ば
、
延
享
四
年
写

『
宀
一
山
縁
起
』
ま
で
も
、『
宀
一
秘
記
』
と
い
う
書
物
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。『
室
生
村
史
』
に
『
宀
一
山
縁
起
』

の
名
が
見
え
ず
、『
宀
一
秘
記
』
が
二
巻
収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
可
能
性
を
補
強
し
よ
う
。
た
だ
、
延
享
四
年
写
『
宀
一
山
縁
起
』

と
『
大
和
志
料
』
所
引
『
宀
一
秘
記
』
と
の
比
較
か
ら
判
明
し
た
表
記
の
微
細
な
異
な
り
が
、『
大
和
志
料
』
に
引
用
さ
れ
る
際
に
生
じ
た

も
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
推
測
は
当
た
ら
な
い
。
な
お
、「
壒
囊
抄

室
生
山
縁

起
所
引

」
に
続
く
記
述
も
こ
こ
か
ら
の
引
用
と
考
え
た
い
が
、
そ
れ
な
ら
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ば
「
壒
囊
抄

宀
一
秘
記

所
引　
　

」
と
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
確
言
は
で
き
な
い
。『
大
和
志
料
』
編
纂
の
際
の
引
用
の
厳
密
性
や
、
室
生
寺
蔵
書
の
整
理
状

態
等
、
外
的
な
要
因
も
関
わ
る
だ
ろ
う
が
、『
大
和
志
料
』
と
い
う
窓
口
か
ら
辿
れ
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
原
本
調

査
の
で
き
る
機
会
を
待
つ
ほ
か
な
い
。

お
わ
り
に

見
て
き
た
よ
う
に
、『
大
和
志
料
』
に
よ
る
部
分
引
用
、
室
生
寺
蔵
書
の
閲
覧
制
限
や
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
謄
写
本
の
抄
出
・
合
写
状

況
と
い
っ
た
悪
条
件
が
重
な
り
、『
宀
一
秘
記
』
の
ゆ
く
え
は
依
然
と
し
て
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
『
大
和
志
料
』

引
用
箇
所
の
記
述
が
室
生
寺
所
蔵
『
宀
一
山
縁
起
』
と
す
べ
て
一
致
す
る
と
い
う
点
の
み
は
確
認
で
き
た
の
で
、『
宀
一
秘
記
』
を
中
世
成

立
の
一
書
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、『
宀
一
山
縁
起
』
の
成
立
が
中
世
ま
で
遡
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
ま
た
話
は
変

わ
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
本
稿
で
論
じ
た
こ
と
と
は
異
な
る
手
続
き
を
経
て
検
証
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

宀
一
山
の
宝
珠
は
、
中
世
に
は
室
生
寺
と
い
う
現
場
性
か
ら
解
放
さ
れ
、
広
く
真
言
密
教
の
秘
説
の
な
か
で
多
彩
に
展
開
し
て
ゆ
く
観
念

的
な
存
在
と
な
っ
た
。『
遺
告
二
十
五
箇
条
』
や
如
意
宝
珠
法
を
め
ぐ
る
注
釈
や
事
相
書
、
印
信
等
に
も
宀
一
山
宝
珠
が
登
場
す
る
。
こ
う

し
た
文
献
の
検
証
や
、
新
た
な
室
生
寺
関
係
資
料
の
発
掘
等
に
よ
っ
て
、『
宀
一
秘
記
』
の
正
体
を
解
き
明
か
す
こ
と
の
で
き
る
日
を
心
待

ち
に
し
つ
つ
、
今
は
『
宀
一
秘
記
』
と
『
宀
一
山
縁
起
』
と
を
同
一
書
と
見
た
う
え
で
、
他
の
宀
一
山
関
係
文
献
群
と
の
相
関
の
な
か
に
位

置
付
け
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

注（
１
）　

藤
巻
和
宏
「
初
瀬
の
龍
穴
と
〈
如
意
宝
珠
〉
―
長
谷
寺
縁
起
の
展
開
・「
宀
一
山
」
を
め
ぐ
る
言
説
群
と
の
交
差
―
」（『
国
文
学
研
究
』
一
三
〇
、二
〇
〇
〇
年
）、

同
「『
長
谷
寺
縁
起
文
』
観
音
台
座
顕
現
譚
成
立
の
背
景
―
空
海
神
泉
苑
請
雨
譚
・
如
意
宝
珠
龍
王
伝
授
説
と
の
関
わ
り
か
ら
―
」（『
国
文
学
研
究
』
一
三
三
、



（　）（　）15（　） ［　 ］［　 ］76［　 ］

二
〇
〇
一
年
）、
同
「
宀
一
山
と
如
意
宝
珠
法
を
め
ぐ
る
東
密
系
口
伝
の
展
開
―
三
宝
院
流
三
尊
合
行
法
を
中
心
と
し
て
―
」（『
む
ろ
ま
ち
』
五
、二
〇
〇
一
年
）
等
。

（
２
）　

逵
日
出
典
「
中
世
室
生
山
の
思
想
的
発
展
―
室
生
流
神
道
に
触
れ
な
が
ら
―
」（『
室
生
寺
史
の
研
究
』、
巌
南
堂
書
店
、
一
九
七
九
年
）、
初
出
は
一
九
七
〇
年
。

（
３
）　

堀
池
春
峰
「
室
生
寺
の
歴
史
」（『
南
都
仏
教
史
の
研
究
下
諸
寺
篇
』
法
藏
館
、
一
九
八
二
年
、
初
出
は
一
九
七
六
年
）。

（
４
）　

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ト
レ
ン
ソ
ン
「
真
言
密
教
の
龍
神
信
仰
と
室
生
山
」（『
祈
雨
・
宝
珠
・
龍
―
中
世
真
言
密
教
の
深
層
―
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、

二
〇
一
六
年
）。

（
５
）　

藤
巻
和
宏
『
聖
な
る
珠
の
物
語
―
空
海
・
聖
地
・
如
意
宝
珠
―
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
七
年
）
三
一
〜
三
二
頁
。

（
６
）　

前
掲
逵
論
文
の
ほ
か
、
是
沢
恭
三
「
宀
一
山
記
」（『
群
書
解
題
』
第
十
八
巻
下
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
六
五
年
）
が
鎌
倉
時
代
末
期
、
林
幹
弥
「
宀
一

秘
記
」（『
大
日
本
仏
教
全
書
』
解
題
三
、
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
七
三
年
）
が
鎌
倉
時
代
と
し
て
い
る
。

（
７
）　

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
続
群
書
類
従
』
第
八
百
内
『
宀
一
山
記
』（
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム20-146-1-C 

に
よ
る
）。

（
８
）　

藤
巻
和
宏
「
随
心
院
蔵
『
宀
一
山
龍
穴
秘
記
』
と
安
禅
寺
旧
蔵
聖
教
群
」（『
随
心
院
聖
教
と
寺
院
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
一
、二
〇
〇
四
年
）。

（
９
）　

こ
の
勧
進
状
は
松
田
敏
行
「
室
生
寺
五
重
塔
そ
の
技
と
美
」（
網
代
智
等
・
河
野
裕
子
『
室
生
寺
』〈
新
版
古
寺
巡
礼
奈
良
６
〉
淡
交
社
、
二
〇
一
〇
年
）
に

も
言
及
さ
れ
る
が
、
詳
細
な
検
討
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（
10
）　
『
大
和
志
料
』
の
引
用
箇
所
に
は
、「
住
持
シ
ケ
ル
ト
ナ
ム
」
の
後
の
閉
じ
括
弧
に
対
す
る
開
き
括
弧
が
記
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
ま
ま
表
記
し
た
。

（
11
）　

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（049.1-G98a
）
に
よ
る
。

（
12
）　

佐
藤
虎
雄
「
室
生
地
区
の
社
寺
と
文
化
財
」（
室
生
村
史
編
集
委
員
会
編
『
室
生
村
史
』
室
生
村
役
場
、
一
九
六
六
年
）。

（
13
）　

網
代
智
等
・
河
野
裕
子
『
室
生
寺
』〈
新
版
古
寺
巡
礼
奈
良
６
〉（
淡
交
社
、
二
〇
一
〇
年
）
に
写
真
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）　

藤
巻
和
宏
「
如
意
宝
珠
を
め
ぐ
る
東
密
系
口
伝
の
展
開
と
宀
一
山
縁
起
類
の
生
成
―
『
宀
一
山
秘
密
記
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
国
語
国
文
』
七
一
―
一
、

二
〇
〇
二
年
）。


